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Ⅰ.令和 6 年度 社会福祉法人指導監査結果報告 

１．監査の目的 

社会福祉法人（以下「法人」という。）は、社会福祉事業を行うことを目的として、

社会福祉法（以下「法」という。）に基づき設立された法人です。法第 24 条の規定によ

り、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行う

ため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上

及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。 

 他の公益法人と比べても極めて公共性の高い法人であることから、税制優遇措置や補

助金の交付を受けている一方で、法人の設立、運営及び監督等について、法により厳格

に規定されており強い公的規制を受けています。 

法人に対する指導監査は、法第 56 条第 1 項の規定に基づき、社会福祉法人の自主性

及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について

運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確

保を図る事を目的としています。 

 

２．監査実施状況 

 指導監査については、一般監査と特別監査があります。 

運営について特に大きな問題が認められない法人については、3 年に 1 回の実施を原

則として一般監査を行います。また、一定の要件を満たす法人については、一般監査の

周期を 4 年に 1 回又は 5 年に 1 回に延長することができます。 

一般監査は、厚生労働省が示す指導監査ガイドラインに基づき、法人の主たる事務所

を訪問し、関係書類の閲覧や関係者からの聞き取りにより実施します。 

特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象に随時実施し、当該問題の原因

を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行います。 

本年度の監査実施状況は次のとおりです。 

 ・令和 6 年度一般監査実施状況（予定を含む） 

事業の区分 対象数 
一般監査 

実施数 

特別監査 

実施数 

社 会 福 祉 協 議 会 1 0 0 

障 が い 者 関 係 4 3 0 

高 齢 者 関 係 5 3 0 

児 童 関 係 22 6 0 

合  計 32 12 0 
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３．監査指摘事項 

  指導監査の結果については、法令又は通知等の違反が認められる場合は、原則とし

て、改善のために必要な措置をとるべき旨を文書により指導しています。（文書指摘）

また、改善措置の具体的な内容について、期限を付して報告を求めています。 

  違反の程度が軽度である場合は口頭により指導しています。（口頭指摘）その場合

は、報告は求めず、次回の監査の際に改善状況を確認しています。 

  法令又は通知等の違反が認められない場合であって、法人運営に資するものと考え

られる事項については、助言を行っています。 

 

 令和 6 年度の主な指摘事項は以下のとおりです。 

 

（1） 法人運営・事業・管理（会計管理を除く）に関するもの 

 

  ① 評議員・評議員会について 

   ・評議員会への欠席が継続している評議員がいる。 

   ・評議員会の議事録が作成されていないものがある。 

   ・議事録について、作成に係る職務を行った者の職氏名や議長の記載がない。 

  ② 理事について 

 ・業務執行理事が定款で定めた員数選任されていない。 

  ③ 監事について 

   ・理事会への出席義務を果たせていない。 

  ④ 理事会について 

   ・経理規程の改正について理事会の決議を受けていない。 

 ・理事長の職務執行状況の報告について、理事長の専決事項の報告をしていない。 

  ※報告の参考様式添付（別紙①） 

⑤ 事業の定款への記載について 

 ・実施している事業に定款に記載のないものがある。 

⑥ 資産管理について 

・借用している社会福祉事業の用に供する不動産について、利用権の設定登記が 

なされていない。 

  ⑦ 登記について 

   ・役員に関する事項の変更登記が 2 週間以内になされていない。 

   ・資産の総額に関する事項の変更登記が会計年度終了後 3 か月以内になされて 

いない。 
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  ⑧ 公益事業について 

  ・公益事業の欠損金が継続し、社会福祉事業の経営に支障を来すおそれがある。 

 ⑨ 公印の管理について 

  ・公印の管理が十分に行われていない。 

   

（2） 会計管理に関するもの 

 

① 経理規程について 

   ・経理規程に誤記がみられる。 

   ・小口現金の現在高が経理規程に定められた上限額を超えている。 

② 資金収支計算書について 

 ・予算額が最終補正額と一致していない。 

③ 内部取引について 

   ・内部取引の相殺消去が行われていない。 

④ 積立金・積立資産について 

   ・国庫補助金等特別積立金について、積立ができていない。 

   ・その他の積立金に対応する積立資産が積立られていない。 

   ・積立金と積立資産の額が整合していない。 

⑤ 計算書類に対する注記について 

 ・誤記がある。 

⑥ 附属明細書について 

・計算書類の金額と整合していない。 

⑦ 財産目録について 

 ・様式（厚生労働省通知「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い別紙４」）に 

従っていない。 

⑧ 寄付物品について 

 ・受け入れ処理が行われていない。 

 ・会計処理が行われていない。 

⑨ 内部牽制体制の確保について 

 ・会計責任者や出納職員による内部牽制体制の確保が不十分である。 
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４．指摘件数 

 

（1）過去３年間の監査件数、指摘件数（令和 6 年 12 月末現在） 

実施年度 
対象 

法人数 
実施件数 

監査指摘件数 文書指摘

有の法人

数 

文書指摘 口頭指摘 

法人運営 会計 法人運営 会計 

令和 6 年度 32 12 9 4 11 17 7 

令和 5 年度 32 11 15 4 46 23 7 

令和 4 年度 32 12 25 2 39 29 10 

 

（2）本年度の指摘件数の内訳 

   次ページのとおり 
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